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研究成果の概要（和文）：　刑事事件を引き起こした人の立ち直りを刑事司法手続のみで実現することは難し
い。2009年からの地域生活定着支援センター設立により、刑務所出所者に対する支援は飛躍的に充実した。しか
し、被疑者・被告人段階の支援はいまだ不十分である。本研究は、捜査から刑事司法手続終了後まで一貫して、
弁護士とソーシャルワーカーが協働して関わる実践の有効性を明らかにした。刑事司法は人権を制限して行うも
のであり時間的限界がある。立ち直り支援は本人のニーズがある限り継続する必要があり、法律専門職とソーシ
ャルワーカーの協働による民間活動が有効である。しかし、その活動を支える財政と担い手の確保に課題があ
る。

研究成果の概要（英文）：　People who have committed criminal offenses cannot be easily rehabilitated
 through the workings of the criminal justice system alone. Thanks to the establishment of “
Community Living and Settlement Support Center for Ex-inmates”beginning in 2009, support for former
 inmates has increased substantially. However, support remains insufficient for those who are still 
suspects or defendants. The present study examined the efficacy of support from attorneys and social
 workers working together, from the investigation stage to the conclusion of criminal justice 
proceedings. Criminal justice restricts human rights and has effect for only a limited time. 
Rehabilitation support must be continued for as long as the person being supported needs it; an 
effective means of such support is private activity through collaboration between professionals in 
law and social work. However, securing funding for support and personnel to provide it remains an 
issue.

研究分野： 司法福祉学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　犯罪者の立ち直りのためには、捜査・公訴提起・裁判・受刑（矯正）・更生保護の刑事司法手続及びその手続
終了後の社会復帰までを見据えた一貫した支援体制を構築することが必要である。その中でも被疑者・被告人段
階が重要である。刑事裁判にソーシャルワーカーが関与する制度を作ることにより、現に行われている刑罰の執
行及び社会復帰におけるソーシャルワーカーの活動がさらに活性化する。本研究が先進的に取り組まれている全
国各地の民間活動の情報を明らかにしたことにより、確実な立ち直り支援のために今後どういう方向性を持つべ
きか、そのためにどのような資源開発が必要かについての課題を特定することができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 犯罪統計の動向を見ると、刑法犯検挙者数は 2004 年をピークに漸減の傾向にあるが、検挙者
に占める再犯者率が一貫して上昇していること、検挙者数に占める高齢者比率が年々上昇して
いることがわかる。また、2003 年以降の山本譲司の一連の著作により、刑務所に収容される障
害のある人、障害が疑われる人の数が無視できないほど多いことが明らかになった。刑務所の高
齢の人、障害のある人を、既存の更生保護制度によって一般社会の生活に適応する状態にするこ
とは困難であり、ひいてはそれが検挙者数に占める再犯者比率を上げる結果を生んでいる。 
 長崎県の社会福祉法人「南高愛隣会」が、障害のある人の刑務所出所に伴う社会福祉の支援を
検討する試行的研究を行った。その成果に基づく提言をきっかけに、2009 年から厚生労働省の
事業として「地域生活定着支援事業」が開始され、それによって全都道府県に地域生活定着支援
センターが設置された 
また、2016 年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が成立し、それを受けて 2017 年に国

は「再犯防止推進計画」を策定した。この計画は、さらなる国の効果ある政策の実施に加え、自
治体による保健医療・福祉サービス利用の推進、学校教育等との連携、民間団体の協力などによ
り再犯防止のための基盤整備を行い、犯罪・非行をした人の地域への包摂を進めて行く方向性を
明示した。 
 
２．研究の目的 
本研究は、刑事司法手続（捜査・公訴提起⇒裁判⇒矯正・更生保護）のみで犯罪者を立ち直ら

せ社会生活に復帰させることが困難であるという現状認識の下で、2009 年発足の地域生活定着
支援センターの活動の実情、及び全国各地で行われている社会福祉の支援の活用を中心とした
新たな資源の状況を調査し、同種の課題における世界的動向を参考にしながら、より効果的な資
源開発を展望することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究の目的達成のため、次の 3 つの活動を並行して取り組んだ。 

(1) 全国各地の地域生活定着支援センターにおいて、どのような地域内資源が活用され、新た
な資源開発のためにどういう活動が行われているかを調査した。この調査は、全国地域生活定
着支援センターが公表する情報を入手しつつ、とりわけ愛知県・三重県・岡山県の各センター
の活動の実情把握に努めた。 

(2) 民間組織の新しい発想による立ち直り支援の実際とそこで生じている困難を明らかにし、
その克服方法を検討した。調査対象は次の 4 つである。 
・「NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空」（静岡県）：刑事司法手続の中にいる人（被疑者・ 
被告人・受刑者・更生保護対象者）及び刑事司法手続を離れてなお福祉ニーズのある人の支  
援を一貫して行う。 

・「NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知」（愛知県）：主に非行少年の支援を行う。少年 
 院退院者への社会復帰支援に力を入れている。自立準備ホームを運営する。 
・「NPO 法人岡山・ホームレス支援きずな」（岡山県）：ホームレスの人に対する居住支援・就  

労支援を中心に活動する。支援する対象者の中に刑事司法手続の中にある人、刑務所出所者 
が存在する。自立準備ホームを運営する。 

・「NPO 法人抱樸」（福岡県）：ホームレスの人への居住支援・就労支援を行い、その中に元受 
刑者などが存在する。無料低額宿泊所、高齢者福祉サービス事業等を多角的に運営し、幅広 
い支援活動を行う。 

(3) 刑事司法専門職とソーシャルワーカーの協働についての国際的動向を調査した。世界ソー 
 シャルワーク会議の中での司法分野の議論状況を収集するとともに日本の現状を報告する目
的で SWSD2018（2018 年ソーシャルワーク・世界開発合同世界大会）に出席した。また、ア
メリカ合衆国の司法ソーシャルワークに関する情報を収集するとともに日本の状況を報告す
ることを目的にして 2019 NOFSW Conference（2019 年全米司法ソーシャルワーク機構大会）
に出席した。また、2019 年にソーシャルワークを専門とするアンナ・シャヤット教授をジョ
ージア大学）を招聘し、三重で「刑事司法制度の中のソーシャルワーク」と題する講演会を開
催した。さらに、NOFSW のティナ・マスキ元会長等編集の「Forensic Social Work: 
Psychosocial and Legal Issues Across Diverse Populations and Setting: Second Edition」
（以下、「Forensic Social Work」という）の翻訳作業を開始した。    

 
 上の 3 つの研究活動に関する情報交換を行うため、次のような会を開催した。 
(1) 司法ソーシャルワーク研究集会 

この研究集会は、刑事司法手続の中での福祉的支援等に関わる資源開発に関して、具体的事
例に基づいた意見交換のために、研究代表者・連携研究者のほか本課題に関心を持つ弁護士・
社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士・公認心理師・精神科医等が広く参加する場として
設定したものである。2018・2019 年度に各 3 回実施した。2020 年以降 1 年 9 か月中断した



が、2021 年 10 月に再開し、2021 年度に 1 回、2022 年度に 3 回開催した。 
(2) 司法ソーシャルワーク研究会 
  この研究会は、研究代表者・連携研究者を中心とするコアなメンバーによる意見交換の場と
して設定したものである。2018 年度に 3 回、2019 年度に 2 回開催した。この研究会の活動
をより活発化し充実を図るため、同メンバーを中心にして、2019 年 11 月、「司法ソーシャル
ワーク研究所」を発足させた。2020 年以降対面での研究会実施が困難となり、同年 6 月から
オンラインによる研究会を開始した。2020・2021 年度に 12 回開催し、2022 年度以降は月 1
回の定例オンライン研究会として定着した。 

(3) 司法福祉研究・実践に関わる国際情報についての意見交換会（以下、国際情報交換会という） 
  この会は、2021 年 3 月から「Forensic Social Work」の翻訳を中心とするグループの活動
として開催することにしたものである。2022 年 9 月までに対面での会を 4 回開催し、それ以
降オンライン会を月 2 回実施している。  

 
４．研究成果 
 新型コロナウィルス感染症流行による一時期の研究中断により、研究期間が当初計画より 2 年
延長となった。研究活動 5 年間の成果は次のとおりである。。 
(1) 刑事司法手続の対象となる人は、被疑者・被告人・受刑者・保護観察対象者と呼称が変化
し、対応する専門機関が次々と変わる。そして、司法機関による裁判と刑罰を執行する行政機
関は切り離されており、その間の情報伝達は、刑事司法手続の進行のため必要なものに限られ
る。健全育成を目的とする少年司法は、審判と保護処分の執行とが連動し、少年に関わる多く
の情報が司法機関から行政機関に引き継がれる柔軟な制度である。刑事司法はその役割から
少年司法と方法が異なるのは当然であるが、その硬直性は、対象となる人の特性に合わせた方
法を採ることができなかったり、保健医療・福祉などの社会サービスに結び付けることができ
なかったりする結果を生じさせる。とりわけ問題になるのが、福祉のニーズのある人である。
それをわかり易く示したのが図１である。 

 
図 1 刑事司法手続と福祉のニーズのある人 

 
 
(2) 2009 年からの地域生活定着支援センター設置をはじめとして、刑事司法手続に社会福祉
士・精神保健福祉士等ソーシャルワーカー（以下、ソーシャルワーカーという）を関与させる
動きが、大きな広がりを見えている。刑事司法各段階における状況を概観したのが表 1 であ
る。刑事施設退所者の再犯率は徐々に下がっており、これは表 1 に示す政策の効果であると
考えられる。 
 
 
 
 
 
 

 



表１ 刑事司法手続の各段階でのソーシャルワーカーの関与 
刑事司法手続

の段階 
ソーシャルワーカーの関与 

（位置づけ） 
現状 

 
捜査 

公訴提起 

〔入口支援〕 
検察官等への障害、認知症等要介
護の状態、起訴猶予後の福祉サー
ビス利用に係るアドバイス 

2017 年度から地方検察庁の社会福祉支援室の設
置、社会復帰アドバイザーの採用 
2021 年度から地域生活定着支援センターの業務
として実施可能に 

 
裁判 

〔入口支援〕 
弁護人等の依頼による情状の調査 
更生支援計画書の作成 
法廷証言 

2014 年から単位弁護士会と都道府県社会福祉士
会との連携・協定（一部） 

 
受刑（矯正） 

〔出口支援〕 
刑務所の社会福祉士等による釈放
前の指導としての福祉的支援（特
別調整等）の実施 

2008 年から矯正施設への福祉専門官、社会福祉
士・精神保健福祉士の採用 
2009 年から地域生活定着支援センターの設置 

 
更生保護 

〔出口支援〕 
地域での保護観察官・保護司との
協働 
更生保護施設での福祉的支援 

2009 年から地域生活定着支援センターの設置 
更生保護施設への社会福祉士等の採用 

再犯防止推進
法による政策 
（元犯罪者） 

保健医療・福祉サービス利用の促
進等のための取組 

国の「再犯防止推進計画」（2018～2022 年度） 
地域再犯防止推進モデル事業（2018～2020 年度） 
都道府県・市町村での「再犯防止推進計画」策定
が進む 

 
(3) 「NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空」（静岡県）等先進的な刑事司法とソーシャ
ルワークの協働モデルを構築した事業には次のような性格がある。 
・刑事司法のどの段階の対象者かを問わず、福祉ニーズがあって、その当該本人が支援要  
請した場合に必ずソーシャルワーカーが対応している。 

・裁判段階の被告人に対するソーシャルワーカーの関わりを重視している。 
・法律専門職とソーシャルワーカーのコミュニケーションが不断に行われている。 
・刑事手続終了後も、本人に福祉に関わる支援要請がある限りソーシャルワーカーは関与  
を続ける。本人の希望があれば、元当事者として支援する側の援助者となる。 

 
ただ、次のとおり課題も多い。 
・刑事司法に関わるソーシャルワーカーの層が薄く、将来に向けて事業継続への展望が持   
てない。 

・多くの部分をソーシャルワーカーあるいは法律専門職のボランティア活動に頼ってお 
り、活動を支える財源が不安定である。 

・法律専門職の多数はいまだに刑事司法へのソーシャルワーカーの関与に関する知識が 
 乏しい。 
・ソーシャルワーカーの中でも刑事司法の対象となった人に対する偏見がある。 

 
  表 1 に示したとおり、刑事司法手続の各段階においてソーシャルワーカーの活用が国
の政策として推し進められている。しかし、この政策は各段階を貫くものではなく、また
制度的にも財政的にも脆弱である。ソーシャルワーカーが何を目的にして、どういうふう
に関わるのかを強く意識しておかなければ、刑事司法の都合に合わせた矮小化された活
動に止まってしまう。実際、調査研究においてそのような事例が多く報告された。目指す
べきは、いまだ数少ないが実際に存在する先進的な協働モデルの良い点を採り入れ、その
課題を克服する方向であろう。政策としての刑事司法手続全体へのソーシャルワーカー
の関与の検討においても同様の方向性が必要である。 

  本研究において、研究継続が求められる課題が明確になった。それは裁判段階における  
新たな資源開発の必要性である。裁判の場でのソーシャルワーカーの関与は乏しい（後述
する調査により実態が明らかになった）。しかし、裁判は対象となる人にとって人生を左
右する重大な場であり、とりわけ福祉ニーズのある被告人にはソーシャルワーカーの関
与は必須である。必要な被告人に対して手当てできる仕組みが全国規模で展開されるな
らば、矯正・更生保護におけるソーシャルワーカーの活動はさらに活性化し、ひいては元
犯罪者の再犯を防止する有効な手段となると考える。 
以上のとおり課題は明確になったが、それを克服する仕組みづくりを考える上での基

礎的データが現状ではほとんどない。そもそも福祉ニーズのある被告人がどの程度存在
しているかが不明である。そのため、このような活動に参加するソーシャルワーカーのマ
ンパワーがどれくらい必要かわからず、そのために必要な財政も算出できない。 

  本研究において明確になった課題は、本研究代表者が数名の研究分担者と共に 2021 年  



度に開始した科学研究費基盤研究(B)「刑事裁判の弁護活動へのソーシャルワーク専門職
の関与のあり方に関する総合的研究」（以下、「21H00799 研究」という）に引き継がれた。
本研究の活動として行ってきた司法ソーシャルワーク研究集会、司法ソーシャルワーク
研究会、国際情報交換会は、2022 年度以降、「21H00799 研究」の活動として実施されて
いる。 

 
(4) 本研究期間中一貫して、アメリカ合衆国の司法ソーシャルワークの実情の把握に努め 
てきた。NOFSW（全米司法ソーシャルワーク機構）の活動を見ると、いくつかの州の法
律専門職とソーシャルワーカーの協働は成熟しており、その中でソーシャルワーカーは
新たな資源開発を積極的に行っている。日本の社会福祉士・精神保健福祉士とアメリカの
ソーシャルワーカーは歴史・制度が大きく異なるので、アメリカの活動を直輸入すること
はできない。しかし、司法領域で活動するソーシャルワーカーが有する課題に共通点は多
く、NOFSW の発信する情報を日本のこの分野の活動に応用できるよう整理する必要が
ある。「Forensic Social Work」の翻訳作業は道半ばであり、この活動も「21H00799 研究」
に引き継がれて実施されている。 

 
(5) 当初の研究計画では予定していなかったが、最も資源開発が求められる裁判段階の弁護士
と社会福祉士の協働の実態を明らかにする必要から、2020 年度に「刑事弁護への社会福祉士
の関与に関する調査」を実施した。51 単位弁護士会・47 都道府県社会福祉士会に書面照会を
行い、前者 32・後者 22 の回答を得た。刑事弁護に社会福祉士が関わる協定・連携ルールがあ
るのは、試行中を含め 10 にとどまっていた。裁判段階のソーシャルワーカーの関与は、地域
による不均一が大きく、全体として非常に乏しい現状であることが、浮き彫りになった。 
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